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新 資本 主 義経 済 社 会 にお け る

経 営 者 の社 会 的責 任

西 野 嘉 一 郎
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1.二 十世紀 資本 主義革命

昭和31年11月 に開かれた経済同友会の第9回 全国大会は 「経 営者 の社会的

責任 の 自覚 と実践」'とい う決議 を行 な って,わ が 国の財界に新鮮 な空気を送

りこんだ。そ の決議は次の よ うに い って いる。

「しか らば この際,わ れわれは何 をなすべ きであ ろ うか 。結論か らいえば,

最 も重要 な ことは経営者 の社 会的責任 の 自覚 と実践で ある と信ず る。そ もそ

も企業 は,今 日においては単純素 朴な私有 の域 を脱 して,社 会諸制 度の有 力

な一環 をな し,そ の経営 もただ 資本 の提供者か ら委 ね られ て い る のみでな

く,そ れ を含 めた全社 会か ら信託 され るもの とな って いる。 と同時に個別企

業 の利益が,そ の まま社会 のそれ と調和 した時代は過 ぎ,現 在に おいては,

経営者が進 んでそ の調節 に努力 しなければ,国 民経済の繁栄は もちろんの こ

と,企 業発展をはか る ことはで きな くな るに至 ってい る。換 言すれば,現 代

の経営者 は論理的に も実際的に も単に 自己 の企業 の利 益のみ を追 うことは許

されず,経 済,社 会 との調和 において生産諸要素 を最 も有効に結合 し,定 価
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かつ 良質 な商 品を生産 し,サ ー ビスを提供す るとい う立場 に立たな くてはな

らない。 この よ うな形 の企業経営 こそ,ま さに近 代的 とい うに値 す る もので

あ り,経 営者の社 会的責任 とは これ を遂行す る ことに外な らぬ。」

この決議文は,数 年 を経過 した今 日とはいえ,経 営者がわが国の経済 の永

続的な繁栄をはか るために は,一 方では経済社会 の体質改造を行 な う指導 的

立場,即 ち新 資本主義 の リーダー としての役割 を果 たす と同時に,他 方では

企業経営の近 代化を促進す ることが 最大の任務で ある として具体的方策を提

案 した もので,そ の後数年 間 これが実践 のた め経営者相互 の研磨を行 な って

きたので ある。 また極 めて最近 日本経営者 団体連盟がわが国経営者 の進む べ

き経営理念 の確立について,わ が国主要企業 の副社長級 の 日経連にお ける指
くり

導的位置に ある トップ ・マ ネジ メ ソ ト20名 を もって 「経営理念研究会」 を組

織 し,経 営理念 の確立を計 り資本主義 のいわゆ る転型 期に ある我 国財界 の リ

ーダーにその指針 を与 え よ うとしてい るのである。

そ こでわれわれ は近 代経営社会にお ける経営者を動かす力は何であ るか に

検討を加 えてみ る必要があ る。

しか らば経営者を動 かす 力は何か。資本主義の中期に至 るまでは経営者 を

動 かす力は資本 であ った。現在で も法律的には株式会社 の取締役 の選任権 は

株主に ある ことか ら,形 式的には資本で あ り資本家で ある とい える。 しか し

なが らこの事態 は株 式会社 の巨大化 と新 しき資本主義の方 向の もとに,い わ

ゆ る 「資本 と経営 の分離」 とい う言葉で 代置 され るに至 り,経 営者に対す る

資本 の力が著 しく減退す るに至 った ことは周知の通 りであ る。 この点につ い
(2)

て 『二十 世紀 資 本 主 義 革 命』 の著 者A・A・ バ ー リ教 授 は そ の著 の 中に 次 の

如 くの べ て い る。

「1953年 の11月 に ナ シ ョナ ル ・シテ ィ ・バ ソ クの 経済 専 門 家 た ちは,資 本

(1)経 済 同友 会 並 び に 日経連 の上 記 二 委 員 会 に は筆 者 も委 員 と して そ の討 議 に 参 画

し て い る。

(2)AdolfA.Berle,The20thCentur■CapitaliStRevelutiort,NewYork,1954.

(桜 井 信 行 訳 「二 十 世 紀 資 本 主 義 革 命 』 東 洋 経 済 新 報 社 刊,1956年),pp.28～30.
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の使 用 と源 泉 に つ い て のす ぐれ た 簡 潔 な 研究 を行 な った 。 か れ らの

計 算 に よれ ば8年 間(1946年 か ら1953年 まで を 含 む ア メ リカ戦 後 の経 済 復 興

期)に 全 体 で1500億 弗が 合 衆 国 に お い て 資本 的 支 出 として,す なわ ち,工 場

や 設 備 を近 代化 し拡 張す る もの と して費 され た 。 この 巨額 の資 本 の

源 泉,す なわ ち1500億 弗 の64%は 「内 部 の 源 泉」(internalsources),す な

わ ち企 業 が 蓄積 し,配 当 と して分 配 して しまわ なか ったそ の収 入 か らきて い

る。 この数 字(約960億 弗)の 中 に は(1)留 保 され た利 益 お よび(2)減 価 償 却 や

消 耗 や過 去 の 負債 の償 還 のた め に と って あ る積 立金 を 含 ん で い た 。留 保 され

た利 益 は い うまで もな く,ず っ と群 を抜 いて 最 大 の割 合 を 占め て いた 。 残 り

の510億 弗す なわ ち全 体 の36%の うちで2分 の1は 短期 借 入 金 に よって 集 め

られ て お り,そ れ は 主 と して 銀 行 信 用 に よ って(直 接 に あ る いは 間接 に)代

表 され て いた 。 これ は 約255億 弗 と な って い る。

180億 弗,す なわ ち全 体 の12%は 社 債 あ るいは 手 形 の発 行 に よ って 集 め ら

れ た 。1500億 弗 の全 体 の うち6%す なわ ち90億 弗 は株 式 の発 行 に

よ って集 め られ た 。 こ こで,そ して こ こで の み,わ れ わ れ は,古 典 派 の経 済

理 論 に よ って 非 常 に 期 待 され た 「危 険 資 本」(riskcapita1)の 投 資に 接 近 し

は じめ る。 こ こに お いて さえ も,相 当 の額 が,状 況 の許 す 限 り 「危 険」 を 取

り除か れ て いた 。 す なわ ち,正 確 な数 字 は な い が,明 らか に90億 弗 の大 部 分

は優 先 株 で あ った 。 お そ ら く総 額 の うち の50億 弗以下 が普 通 株 で あ った 。 …

この ナ シ ・ナル ・シテ ィ ・バ ン クの調 査 結 果 こそ,二 十 世紀 資本 主 義 の 代

表 的 現 実 形 式 で あ る とい うこ とに は,こ こで 吟 味 され る必要 の な い よ うな,

しっか りした証 拠 が あ る。 資 本 が そ こに あ る。 した が って 資本 主 義 もあ る。

衰 えつ つ あ る要 素 は 資 本 家 で あ る。 資本 家 は,ど うい うわ けか,舞 台 か らお

おか た 消 えて し ま った 。そ して,か れ と一 緒 に かれ の市 場 審判 とい う統制 力

の多 くが 消 えて しま った 。 か れ は 死 滅 して は い な い 。 とい うの は,お お よそ

1年 に10億 弗(全 貯 蓄 の 約5%o)は か れ に よって 投 資 され て い る。 しか し,
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かれ は もはや決定 的 な勢力ではな い。かれ の地位に は,会 社 の,主 として大

会社 の,取 締役会が立 ってい る。そ してそ の人 々が,利 益 を留保 した り,そ

の 特定 の営業の状態 に よって示 され た線 に沿 って,そ の事業 の拡 張に,そ の

留保利益 を危険資本 として投下 した りす る。そ こか ら市場の世論 を選 ぶべ き

全経済界 を背後 に もった市場 の世論がではな くて,か れ ら自身の関心 の範 囲

内において どの方面に最大 の好機が あるかに関す る会社経営者 の指導的意見

が,今 では主 として,危 険 資本 の使用を決定す るのであ る。主要 な会社はた
● ● ● ■ ● ■ ●

い てい の場合 資本 を求め ない。かれは 自ら資本を形成す る。」 このバー リ教
● ● ● ■ ● ● ●o●o■ ● ●o● ● ・ ● ■ ■ ■ ● ●o●

授 の所 論は,教 授のい う 「資本主義 革命」 を方 向 づ け る も の であ ると同時

に,そ の 「革命」 のなかで主役を演 じる経営者 の役割 を しめす もので ある と

いえる。

しか らぽ経営者は資本の支配か ら解放 され て,経 済的独裁者 としてふ るま

って よいか。 この点につ いてバ ー リ教授 は前述 の著 書の中で さ らに,「 王の
「

くユ　

良心 と会 社 の 良心 」 とい う一 章 を も うけて 「ハ ロー」訴 願("Haro"Cry)の 例

を あげ て 「意 志 が 支 配 し,法 が 支 配権 を もた な い と ころに は,王 は い ない 。」
● ● ● ■ ● ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ●oo■o■ ■ ● ● ● ■ ■

この法 則 は ノル マ ソ公 に対 す る と同様 に近 代株 式 会社 に 対 して も妥 当 す る と

結 論 を下 して い る。

さて こ こに教 授 の い う 「ハ ロー」 訴 願("Haro"Cry)と は,長 い間 ノ ル

マ ソ法 に お い て 知 られ て い た もので,そ れ は 封 建 的 権 力 の良心 に訴 え る公認

の 手 段 で あ った 。 ウィ リア ムの先 祖 で,古 代 ス カ ンジ ナ ヴ ィア人 の ロ ロ公

(DukeRollo)は 政 治 家 的 性 格 を十 分 に そ な え て い た ので,正 義 は 権 力に 伴

わ な け れ ば な ら な い と考 え,ノ ル マ ソデ ィの 各 地 へ 自 分 で で か けて い っ

て,隣 人 とか 封建 官吏 とか 公 自身 か らさえ も,不 当 に苦 しめ られ て い る人は

す べ て 「・・一 ・ロロー」(Ha!Rollo!)と 叫 ぶ べ き で あ り,そ うす る と公 は

必 ず そ の言 い 分 を 聞 き,そ れ を神 と良 心 の法 に従 って 裁 決 す るで あ ろ うと指

(1)前 掲 書,PP・49-98・
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示 した 。いわ ゆ るイギ リスの衡平 法(BritishLaWofEquity)の 起源 とな

った もので ある。r

ノル マ ソの百 姓が公の前に立 ちはだか って 「ハ ロー」 と叫ぶ ことを許 した

そ の同 じ勢力が,近 代株式会社 の前 にあ らわれた のであ る。そ の結果バ ー リ

教 授が のべ る如 く,法 が支配権 を もたない近 代経営者は,当 然の結果 として

「経済的独裁者」 の地位をす て させ られて,「 あ りとあ らゆ る人 々にたい し

て責任 を もつ者 としての活動 を迫 られてい るのであ る。」 この こと自身が経

済 同友会の決議 の よ うに,近 代経営者 の社 会的責任が云 々され 日経連が近 代

経営者が もつ 「経営理念」の確 立 の必要性 を生 じた所以で もある。 しか らば

近代経済社会にお いて,法 以外に経 営者を動 かす力がないか とい えぽ 「然 ら.

ず」 。そ こには大別す る と三 つの大 きな勢力が あ るといえ よ う。 この三つ の

勢 力が間接 的直接 的に経営者 の地 位に絶対的影響力を与えてい るので ある。

それは,第 一は経済問題において政府 の役割 が著 しく増大 し,第 二に組織

労 働者 の新 しい力 と勢力がみ られ,第 三に購買者,す なわ ち消費の力がたか

まった ことであ る。特に第三 の消費者 こそ経 営者 の前に立 ちはだか って 「ハ

ロー」 と叫 ぶ絶大 な力を もつ勢 力であ り,経 営者を動 かす 最大 の力 ともいえ

よ う。従 って新 しき資本主義の社 会を消費者主権 の社 会 ともい う所 以 もここ

に あ る。従 って本稿に おいては近代経営者 と消費者 との関係をのぺ,将 来に

お ける経営者の社 会的責任について論ず る こととす る。

2.消 費者主権 の経済に関す る学説

「消 費 者 主権 の経 済 」 に対 す る理 論 的 う らづ けを 行 った学 者 にW.W.ロ

ス トウ教 授 とJ.K.ガ ル ブ レイ ス教 授 とい う二 人 の ア メ リカ の経 済 学者 が い

る。 次 に この二 人 の学 説 を 紹 介 しよ う。

〈イ)ロ ス トウ教 授 の高 度 大 衆 消 費 時 代

まずW.W.ロ ス トウ教 授 で あ るが,ア メ リカ の 有 名 な 大 学 で あ るM

I.T.(MassachusettsInstituteofTechnology)の 経 済 史 の教 授 で,そ の著
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『経済成長の諸段階』のなかで経済成長の最終段階として消費者主権の経済
(1)

社会の到来 を述べて いる。 しか もそ の副題 に 『一つの非共産主義宣言』 と う

た ってマル クスの唯物史観に よる資本主義 の必然的崩壊論 に対 しす るどい批

判を与 え,資 本主義 の発展は高度大衆消費 時代に導 き,資 本主義 は無限 の発

展 を続 ける ことを予言 して いる。教 授は社会 の発展的段階 をつぎの五段 階に
(2)

分 けた 。即 ち

1.伝 統 的 社会(thetraditionalsociety)

2.離 陸 のた め の先 行 条件 期(thepreconditionsfortake-off)

3.離 陸(thetake-off)

4.成 熟 へ の前 進(thedrivetomaturity)

5.高 度 大 衆 消費 時 代(theageofhighmassconsumption)

第1の 伝 統 的 社 会 とは 近 代 科 学 以前 の技 術 に よって い た 時 代,ロ ス トウ教

授 の 言葉 を 以 てす れ ば ニ ユ ー。トソ以前 の時 代 で 近 代科 学 が 開発 した 生 産 技 術

か らの恩 恵 を まだ うけ て いな か った 。そ れ で 生産 もふ え耕 地 も広 が った けれ

ど も,人 ロー 人 当 た りの 生産 量 は頭 打 ち の状 態 で あ った 。 成 長 の第2段 階 に

は,覚 醒期 す なわ ち離 陸 の た め の先 行 条 件 が 発 展 させ られ る時期 に あ る社 会

が これ で あ る。 そ の 時 期 に は 伝 統 的社 会 が 変 形 し,そ れ に よ って社 会 が 近 代

科 学 の成 長 を 生 産 や生 活 に と りいれ るに 必要 な社 会 的 脱 皮 を 徐 々に 行 な った

時 代 で あ って,西 ヨ ・一一nッ パで は17世 紀 の末 か ら18世 紀 の 初 め に か けて の 期

間 が これ に あ た る。 最 も早 くこの時 代 に 入 った の は イギ リスで あ った 。

第3段 階 は 離 陸 期(thetake-off)で あ る。 「離 陸 期 とは 着実 な成 長 に対

す る古 い 妨害 物 や 抵 抗 が 最 終 的 に克 服 され た期 間 で あ る。」 この 期 間 に 新 し

い産 業 が 急 速 に伸 び,利 益 を 生み,そ の大 部 分が 再 投 資 され,そ れ が さ らに

新 た な工 業労 働 力 の需 要 を呼 び起 し,新 た に 企 業 者entrepreneursと い うも

ωW.W.Rostow,TheStagesofEconomicGroωth:ANon-CommundStManifesto,

London,1960・(木 村 健 康 外 共 訳 『経 済成 長 の 諸 段 階 」 ダ イ ヤモ ン ド社 刊,1961

年).

(2)同 上 訳 書,pp・7～23・
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のが 出現 した。18世 紀初期のイギ リス,ア メ リカ,フ ラソス,19世 紀第三四

半期 の ドイ ツ,同 じく第四四半期の 日本が これ に当た る。

次に 「成 熟昏の前進」(thedrivetomaturity)の 期間で,い わゆ る開化

期 ともい うべ き期間で あって,教 授に よれば この期間を次の 如 く説 明 してい

る。

「離陸の後に波動的 なが ら持 続的な長い進歩 の期間がつづ く。 この時期に

は,今 や常時成長す る経済が,近 代的技術 を経済活動の全 戦線 にわ た って押

しひ ろめてい く。国民所 得の10な い し20%が 着実に投 資 され,産 出高 は常に

人 口の増加 を上廻わ るよ うにな る。技術が改 良 され,新 しい産業 が加速 度を

増 し,古 い産業が脱落 しは じめ るにつれて経済的構成 は絶 えず変化す る。」

そ して工業 は単純 な石炭,鉄 鋼,鉄 道車輌 か ら工作機械,化 学工業,電 気 装

置の よ うな複雑 な製品に重点が移 った。イギ リス,ア メ リカ,ド イ ツ,フ ラン

スはだいたい19世 紀末期 までに この転換を遂げた。 この成 熟期 は,経 済 とい

うものは,こ れが生産 しよ うとして選 んだ ものでな くて も,技 術 的,企 業 的に

きわめて巧みに生産す る ことを立証 した。 「歴 史的にみれ ば,社 会を離陸の

開始 か ら成熟期へ と動か してい くためには60年 前後を要 した よ うであ る。」

そ こで次の期間はわれわれ のい う 「消費者主権 の経済社会」,ロ ス トウ教

授の い う 「高 度大衆 消費時代」 に入 るので あ る。教授は い う 「20世紀 に社 会

が成熟期に到達 した とき二つの ことが起 った。一つは1人 当た り実質所 得が

上昇 して多数 の人 々が基礎 的 な衣食住を超 え る消費を 自由に行 なえるよ うに

なった ことで あ り,一 つは労 働力構造が変化 し,単 に全人 口中に 占め る都市

人 口の比率 が増加 しただ けでな く,事 務労働者 や熟 練工場労働者一 成熟 し

た経済が産み だ した消費財 を意識 し,そ れを獲得 したい とねが う一 の比率

が増加 した ことで ある。

この結果消費者主権 の経済が実現 し,多 くの資源が耐久 消費 財の生産 と大
● ● ■ ● ● ■ ● ● ● ● ● ●

規模 なサ ー ビスの普及 とに ふ り向け られ るよ うにな った。例 えぽ ミシ ソ,自

転車,種 々な家庭用 電気器具が 次第に普及 した。 しか しなが ら,歴 史的 にみ
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れ ば,そ の決定的要 因は安い大 衆 自動車 とそれが社会の生活お よび期待に与

えた一 社 会的であ る と同時に経済的 な一 決定 的影響 であ った。

アメ リカ合衆 国につ いてみれば,お そ らくその転換 点はヘ ソリー ・フ ォー

ドが組 立工程に流れ作業 を導入 した1913-14年 であ った。 しか しこの成長段

階 がその論 理 的帰結に まで事実上追 いつめ られたのは,1920年 代 とさ らに戦

後 の1946-56年 にわ たる10年 間 であ った。1950年 代 には西 ヨーロ ッパお よび

旧本 も完全 に この局面に入 った よ うにみえ るが,こ れ はそれ らの経済の中に

あ る。戦争 直後には全 く予期 され なか った一つのはずみ に負 うところが大 き

い。 ソ連 は,技 術的には いつ で もこの段階に入 りうる用意 がで きて お り,あ

らゆ る徴候 か らみ て市民 はそれに飢 えてい るよ うであ る。 しか しこの段階が

は じまる と,共 産主義指導者た ちは新 しい事 態に適合す るた めの 困難な政 治

的 お よび社 会的問題に直面す る ことにな るのであ る。」然 らぽ アメ リカの場
くユ　

合 は ど うか 。 教 授 は5の 局面 に 分 けて説 明 して い るが,特 に ア メ リカの1920

年 代 以 後 は,30年 の 大 恐慌 で 中 断 され は した が,自 動 車 の 大 衆化 を先 頭 とす

る大 量 消費 の典 型 で あ る。す なわ ち1899年 か ら1937年 の 間 に,自 動 車 は180

倍,巻 たば こ ・石 油 ・牛 乳 ・甜 菜 糖 は10倍 強,セ メ ン ト ・果 実 野菜 か んづ め

は10倍 弱 の生 産 量 の 拡 大 を 遂 げ た 。そ して,都 市 人 口は 新 し く開け た 郊 外 の

単 純 世 帯 家 屋 に 広範 な移 動 が 行 なわ れ,こ れ らの住 居 に そ れ ぞれ 耐 久 消費 財

が備 え られ,家 事 雇 用 者 は 姿 を 消 した 。

か くて1948年 に は,ア メ リヵの 家 庭 の54%が 自家 用 車 を持 って い たが,10

年 後 に は73%と な った 。1949年 には,電 気 を導 入 して い る家 屋 の69%が 電 気

冷 蔵 庫 を持 って い たが,10年 後 に は96%に な った 。 またそ の 他 の 電 気 器 具

一 た とえば 真 空 掃 除 機 ・電 気 洗濯 機 一 に つ い て の 数 字 も同様 で あ る。

ユ956年 まで に テ レ ビジ ョ ソは この種 の家 屋 の86%に 備 え られ た。

ここに 完 全 な 消費 者 主 権 経 済 社 会 が ア メ リカ に お いて 実 現 し,つ いで 西

欧,日 本 等 民 主 主 義 国 家 に波 及 し よ うと して い る と教 授 は のべ て い る。

(1)前 掲訳書,PP・101～109・



新資本主義経済社会にお ける経営者の社会的責任(西 野)-83一

くロ)ガ ル ブ レイ ス教 授 の新 学 説

次 に ガル ブ レイ ス教 授(JohnKennethGalbraith)の 学 説 を紹 介 しよ う。

教 授 は現 在 ハ ー ヴ ァー ド大 学 の 経 済 学部 の教 授 で,ア メ リカの 進歩 派 の 経済

学 者 と して有 名で あ る。教 授 は この 消費 者 主 権 の経 済 社 会 を二 つ の新 しい理

(1)

論 を も って説 明 しよ うと して い る。 一 つ はCountervailingPower(藤 瀬 五郎

氏 は 「平 衡 力 」 と訳 し,鈴 木 哲太 郎 氏 は 「拮 抗 力 」 と訳 して い るが,本 書 で

'は前 者 を とる こ とにす る)の 理 論 で あ り
,今 一 つ はDependenceEffect(依

存 効 果)の 理 論 で あ る。

く　ラ くの

前者は彼の著 『アメ リカの資本主義』 の中に,後 者は 『ゆたかな社 会』 の

中 にその理論 が展開 されて いるので ある。

(i)平 衡力 の理論 さて教授 のい う 「平衡力の理論」 とは ど うい うこと

・か といえぽ
,高 度の資本主義は,社 会的 な諸勢力の均 衡に よって保たれ るも

の で,売 手 と買手,す なわ ち大生産者が あれば一一方には大配 給業者が独立 し

て い る。大企業 が あれぽ必ず大労働組合が成立 してい る。而 して これ らの も

の がチ ニック ・ア ソ ド・ノミラソスの原則に基いて経済 を均 衡 的 に 発 展 させ

る。す なわ ち現代 の資本主義ではだれ もが号令をか けた り,統 制 を加 え るこ

とはで きない。 しか しなが ら社会的諸勢力のノミラ ソスに よって,そ こに調整

が 自ずか らお こなわれ るよ うにで きてい るとい うので あ る。教授は この平衡
くの

力 の理論を もって消費者主 権 の経済社会 を次 の如 く説 明 してい る。

「社会的能率 を論ず る場 合に,技 術 的進歩 とい うことを見落 したの と同 じ

よ うに,巨 大 会社が大 きな力を持 ちなが ら,そ れが実際にはあ ま り働 いてい

(1)Countervailは 相 殺 す る,補 う,平 均 させ る等 の意 で,教 授 は 競 争(ComPetition)

と同 じ よ うに便 利 な言 葉 を 作 りだ そ うと して,Coun七ervailenceと い う言 葉 を選

ん だ とい っ て い る。
t(2)∠4η8物 απCaPitalism:TheConcePtofCounteraailingPotoer ,Boston,1951。(藤

瀬 五 郎 訳 『ア メ リカの 資 本 主 義 』 時事 通 信 社刊,1955鉦).

く3)The4佛 π8π'Societ),,Boston,1958.(鈴 木 哲 太 郎 訳 「ゆ た か な 社 会 』 岩 波 書 店

刊,1960年)
'(4)前 掲 書 『ア メ リカの 資 本 主 義 』pp ・142～172・
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ない とい う一つ の矛盾 は,基 礎 とな る経 済理論に,重 大 な見落 しが あ ること

か ら始 まる。競争社会 においては,一 即 ち一 人一人 はそ の市場 の極 めて小

部分 しか持 っていない ところの多数の売手 の存在す る市場 では一 個人的経

済力の行使 は市場 において同 じ側に立つ他 の会社に よって抑制 され る。買手

が売手 に うまい汁 を吸われない のは,買 手 が不満 を訴 え るか らで な く,売 手

の側で売 るために競争す るか らであ る。」 と旧来 の理論は 片づ けていた。即

ち 「いか な る場合に も,社 会的に好 ましい行為 の動機 は競争 相手に よって提

起 され る。か くして,経 済 学者は経済 の 自動 調節作用を市場 の同一 の側 にお

いて,即 ち競争 の中に探 し求めていたのであ る。経済学者は もっぱ ら競争に

のみ,こ れを求めた し,公 式 の理 論 もまたそ うであ る。」 ところが教授 は こ

れ は大 きな間違 いで,事 実は私的な力を抑制す る新 しい ものが競争 に代 って

出現 した のであ る,と 云 うのであ る。 「それ は競争を阻害 し或 いは破壊 した

ところの集中 と同 じ過程に よって生みだ され たので あ る。 しか しこれ は市場

の同 じ側面にでは な く反対 の側に,競 争者 の間にでは な く顧客 と売手 との間

に生 まれたのであ る。 この競争 に代わ る新 しい ものを,平 衡力 と呼 ぶ ことに

しよ う」。 とそ うして更 に言葉 をつづ けて,

「私が ここで提起 してい る主 張は驚 くべ きものであ る。それは こ うい うこ

とで ある。即 ち少 くともアダム ・ス ミス時代か ら経済活動 の 自動的調節をす

る もの として,ま た国家を除 いては唯一 の有効 な調節作用 をす るもの と考え

られていた競争 に とって代 る ものが生 まれ た とい うことで ある。

すなわ ち売手 が少数であ る典型 的 な近代的市場にお いては積極 的な抑制 は競

争 者に よってではな く,市 場 の他 の側か ら強 い買手に よって行なわれ るので

ある。 競争抑制 の協定 が あ った として も,そ れは 売手側 の受身 の もので あ

る。」そ こで教 授は消費者主権 の経済社会に この平衡力がいかに働 いてい る

かに対 して,次 の如 き実例を あげ ている。

「平衡力 の発達 には,団 結そ の他の方法に よって組織 され るために,最 小

限度の機会 と能力 とが必要で あ る。 も し も大 き な小売業者 の購 買組織 が現
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在,消 費者 の利 益のために,そ の代理者 として行使 してい る平衡力 を組織す

る必要に直面 したであろ う。 これは大変 な仕事 で あ るが,し か し,こ れ らの

国 においては チ ェイ ン ・ス トアの 代 りに 消費者 の 協 同組合が 消費 財 の 市場

に お ける平衡力の有 力な行使者 とな ってい るので ある。 アメ リカに も多分 同

じよ うな組織 がで きていた として も不思議はない。 しか しアメ リカに重要 な

消費老 の協 同組合がない理 由は,ア メ リカ人が この ような組織 を作 る特別 な

才 能に 欠けてい るとい うことでは な く,チ ェイ ソ ・ス トアが第一 に平衡 力の

利益を先に 占めて しまった とい うことに よ り説明 され る。」教 授は また労働

組 合,農 業 団体協 同組合 な どは独 占産業に対す る平衡力の例であ るとのべ,

独 占の私的な経済 力を抑制す る ものは,今 では競争 よ りもむ しろ平衡 力であ

り,政 府は この平衡 力を消極的,積 極的に助成 して きた し,ま た助成すべ き

で あ る。 さ らに この平衡力 の強化は経済 の 自動 調整作用 を強化す る。

か くの如 く教授は 平衡 力の手段を通 じて経営老 の独裁 は,消 費者 のチ ェッ

クに よってバ ラ ンス され,組 織化 された諸勢力に よ り相互牽制的調和 の途を

辿 りは じめて,近 代化 された 資本主義は無限に繁 栄す るもので あ り,こ れが

アメ リカの資本主義であ る と述べてい るのであ る。

(ii)依 存効 果の理論 さ らに ガル ブ レイス教授は消費者主権 の経済社会

を理論的 うらず けす るものは 「平衡力 の理 論」 よ りも,さ きに述べた 「依存

効果」(DependenceEffect)の 理 論 の方が一一層有力 で ある と され るので あ

る。 この理論 は,彼 の名著 『ゆたか な社 会』の中心をなす もので,こ の著書

は教 授が1955年 の夏か ら2年 間の年 月をか けて書 いた もので,ア メ リカで も

理 論的 な著書 としては 珍 し くベス トセ ラーに な った もので あ ると いわれ て

いる。 この著書 の 目的は,昔 の貧 しい社会は貧困 と不 平等 と生活上 の不安 と

い う三 つの災悪 に悩 まされ た。今 のアメ リカの現実 は こうした貧 しい社会 と

は お よそか けはなれ た 「ゆ たか な社会」 で ある。 ところが経済 に関す る今の

考 え方 は相変 らず昔 の貧 しい時代にで き上 った経済学 の古 い観念 に立脚 して

いる。現 実 と観 念 との この遊離を暴露 し,既 成 観念に よっては と らえ ること
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ので きなか ったゆたか な社会 の諸問題 をえ ぐ りだ し,解 決 のため の正 しい方
くり

向を示唆す る ことが本書に おけ る著者の意 図であ る。

教授は この 古 い考 え方を 「通念」(ConventionalWisdom)と 呼 ん で い

る。教 授が従来 の経済学で一 番間違 ってい る通念は生産 優位の観 念であ ると

い うのであ る。す なわ ち生産 をふやす こと,生 産 性をあげ る こと,そ のため

に投 資す ること,投 資効率を高め る こと,有 効需要 をふやす こと等 々,す べ

て生産 中心で あ る。生産中心 とい うことは生産 が美徳で あ って,た た え られ

るべ きことが らであ ると考え られ て いる。それ ゆえに倹約は美徳で ある と教

え られ る。生産 の減退 は不況で あ り,所 得が失われ,失 業 を もた らす。 した

が って何 もの を もつ くりだ さない活動 は 「不生産的」であ り,「 不生産」 は

「不 健全」に通ず る。 この よ うな通念 は消費 をつつ しむ ことを美徳 とす るわ

けで ある。「もった いない」 とい う観念 に これ が結晶 してい る とい って よい。

しか るに技術 の進歩 は,す べ ての生産 を大量 生犀化す る可能性 を開 いた。

大量 生産は,す べ ての生産物 の生産費 を大幅に低減 し,今 まで ど うして も購

入 ので きなか ったぜ いた く品で も,新 製品で も,こ れを 日用 品化せずに はお

くの

か な い。従 って 消費 者 は ね らわ れ て きた。 教 授 は この点 に つ いて 教 授 の 新説

「依存 効 果 」 の理 論 で もって 説 明 し よ うとす るの で あ る。

す なわ ち 「貧 しい社 会 では,欲 望 は 自立 的 に 決 定 され た もの,つ ま り,他

人 は ど うで ろ うと 自分 は これ が 欲 しい の だ,と い う種 類 の も ので あ った の

に,ゆ たか な社 会 で は,宣 伝 や 広 告 に よ って 合成 され た欲 望 と見 栄 に よ る欲

望 が 中心 に な る。 合 成 とは 人為 的 に つ くる とい う意 味 で あ る 。 生 産者 は広

告,宣 伝 に よ って 欲望 を で っち あげ,ま た 生 産 増 大 の対 応物 で あ る と ころ の

消費 の増 大 は,見 栄 を通 じて欲 望 を創 造 す る。 こ うした意 味 で 生 産 過 程 自体

に よ って欲 望 が 造 出 され る。 生 産 とは 本 来 は 欲 望 を充 足す るた め の もの で あ

るの に,今 や欲 望 が 生産 に依 存 す る よ うに な って い る。 これ を 教 授 は 『依 存

(1)鈴 木哲太郎訳 『ゆたかな社会」訳著あ とが きP・333,参 照。

(2)野 田信夫著 「現代資本主義 と経営」 ダイヤモンド社刊,1962年,p・28～30・
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効果』(DependenceEffect)と 名づ ける。依 存 効 果 の 存在 は,生 産が何 よ

り緊要 であ るとす る通念に対す る致命的 な打撃で ある。なぜ な ら,欲 望 の充

足 が生産 の 目的 であるのに,そ の欲望が生産 に依存す るな らば,生 産を正当

化す るのは生産 自体であ る とい うことにな り,循 環論 法にな って しま うか ら

であ る。そ して また,宣 伝 に よって 自動車 の後尾 のひれ とい うよ うな無用 の

長物 が もてはや された り,お 隣 りが テ レビを二 つ もってい るか ら自分 も余 計

な テ レビを も う一つ 買 うとい うよ うに,余 分 の物が社会 の生産 の増加 の内容

とな ってい る以上,社 会の生産物 の限界効用,あ るいは限界的 な緊要性は ゼ
くリ

ロに近 い とみ られ る。」

以上が ガル ブ レイス教授は 「ゆたか な社会」 を 「依存効果」 の理論 を もっ

て説 明 し,そ の結果,ま す ます 消費者主権 の経済社会が発展す る もので あ る

とと くので ある。

われわれは以上二 人の アメ リカに おける代表的経 済学者に よる学説 に よ・〉

て消費者主権の経 済社 会 こそ今後 の民主主義 国家 の在 り方で ある ことを知 っ

た ので あ るが,わ れわ れはわれわれ の立場か ら節をあ らためて民主主義 国家

に おけ る消費者主権 の確立 と経 営者の在 り方 につ いて述べてみ よ う。

3.経 営 者 の 社 会 的 責 任

新 資本主義 のモ ラル と して,人 格 の尊厳 と個人 の 自由 とが あ り,政 治にあ

っては選挙の 自由が保 証 され てい るの と うらは らの関係で,経 済においては
く　　

消費者が購 買に対 し選択の 自由,つ ま り消費者主 権が確立 された。消費 者の

(1)鈴 木哲太郎訳 『ゆたかな社会」訳者あとが きP・334～335は 「依存効果」 の大

意 をつかむに大変便利であるので,こ の文を引用する ことにした。

(2)消 費者主権の経済 と反対の立場にある ものは,消 費者選択を無視 した 「計画経

済」で,こ の経済の もとでは経済面で消費者が 自由選択 を行なっては経済発展に

有害であるとす るもので,こ の経済の もとには個人が相互に個人の尊厳を認めて

いない。人間には本質的に差別があるとい う見方で,強 い者 と弱い者 との間にお

ける支配,被 支配が存在する経済である。戦時経済,共 産主義経済がその例であ

る。
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購 買力を さそ お うとす る競争は,経 営者 の創造意欲 を しげ きし,商 品のた え

まない進歩 を うながす。 これ が因 とな り果 とな って,技 術 革新 が無限につづ

くので ある。資本主義経済 の新 しい生命力は こう した と ころ か ら生みだ さ

れ,ア メ リカの今 日の繁栄が もた らされた 。 アメ リカ最大 の会社 ゼネ ラル ・

エ レク トリック社(株 主数358,000人,従 業 員281,000人)の 社長 コーデ ィ

ナ ー氏 が,「 販売が なければ企業 としての仕事 はない」 「ゼ ネラル ・エ レク

トリック社はお客 中心の会 社で ある」 とい ってい るのは,消 費 者主権 の確立

と経営者の役割 を率 直に表 明 した もの とい え よ う。

さきに述べた経 済 同友会の経済方策特別委員会が発表 した 「経営者の社会

的責 任の 自覚 と実 践」 の中に,「 わが国に も消費者主権 を確 立 しなけれ ば な

らない」 と して次の如 くの べてい る。

「わ が国の現状 をみ るに,国 家権 力に支 え られた生産の近代化 と消費 の後

進性 とが併存す る形で の生産者優先の経済が,経 済民主化 と敗戦経済克服 の

結果,漸 く消費 も近代化 の きざしを示 し,消 費者主権に よって経済が発 展 し

得 る現代的 資本主義の経済体 質を整えつ つあ るといえ よ う。

生 産設備 の近代化 は強力 な国家権力があれば必 ず し も 困 難 な こ とでは な

い。 しか し後進 国において近代化 され た設備か ら生産 され る製品が消費者市

場 を もつ ようにす るこ とは極 めて困難 なことであ る。生産 の先進性 と消費の

後進性故に中進国 とみ られ たわが国は,今 や生産,消 費共 に先進性を具備 し

た真 の先進国に脱皮 しようと してい ることは特筆す べ きで あ るとともに,今

こそ 私企業原則の もつ長所 を発 揮すべ きときであ ることを充分 自覚 しな くて

は な らない。

国家が保護助成 した多 くの パイオ ニア産業が,こ の経 済 の メカ ニズ ムの変

化 を見落す な らば,今 後はかえ ってわが 国経済 の 発 展 を 阻 害 す るもの とな

る。た とえぽ国鉄の ごとき もか ってはパイオ ニア産業 であ った。 しか し現在

は 消費者主権 を認 めねぽな らない。方向 と しては適正報酬 を挙げ うる料金 に

改訂すべ きであ ると同時に,航 空機,バ ス,ト ラ ックと公正 な競争 を行 な う
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べ きであ って,代 替交通機関に対 しての制限 を除去 しな くては な らない。消

費 者の選択に よってバ ラ ンスの とれた各種交 通機 関が成立 して こそ,単 に交

通機 関ばか りで な く,国 民経済全 般が資本主義的 競争の能率をあげ るこ とが

出来 る。

又財政投融 資に して も,従 来 の企業を直接的に助成す る方 式は,消 費者主

権 と矛盾 す るもので あ るか らこれを改め,治 山治水 や道路港湾 の よ うな公共

経 費や私企業採算 にの り難 い技術研究の ごとき,国 民経済 の基礎 条件を改善

す る方 向に投下 さるべ きであ る。産業構造の決定 は財政投融 資に よるべ きで

な く,消 費者に よって行 なわ れ な くては な らない 。
● ● ● ● ● ● ● ■ ● ●o● ■ ● ● ● ● ● ● ● ●

しか しこれについて も輸出不振 に よる経済成長の停滞を恐 れ る人があ るか

も知 れ ない。 けれ ども歴 史的 にみて 国家の助成では真の競争 力は強化 され な

い 。 また 国民経済か らみた輸出適格 産業 を選択 出来 ない。消費 者需要,海 外

需 要 を開拓す る企業努力は,海 外を含 めての消費老の選 択に よる冷酷 な判断

があ って こそ創造 力を発揮す る。結局拡大 した 国内消費購 買力はマスプ ロ方

式,プ ロセス方式採用を可 能にす る基盤で もあ る。国内消費 老が輸入を希望

す る製 品の輸 出を計 ろ うと して も無理 であ り,国 内の安定 した需要の上積 み

としての海外需要 であ って こそ,そ の供給企業 は従来の世界的限界企業 の地

位 を克服 し,安 定 した輸出を計 り得 る。」

そ こで経営者が 消費者主権 の経済 を充 分に認 識 し,そ の経済社会に おいて

自Oの 役割 を充分果たすためには,そ の社会的責任の 自覚 とこれの実践が 必

要であ る。そ のた めには消費者主権 の厳存す る組織化 された資本主義 を どの

ように して築 きあげ るかであ る。 このてがか りは何か 。経済 同友会の さきの

決議 では当面二つの こ とを提案 してい る。第一一は権力の集中に よる強者の権

力 支配を排除 し経済諸力が公正 な関係を維持 で きるよ うにす るこ と,す なわ

ち さきにのべ た ガル ブ レィス教授のい う社会平衡力(CountervailingPower)

を形成す るこ とであ り,第 二は この社会平衡力 を前提 と した資本主義的競争

のル ール,公 正競争 ル ールを確立す るこ とで,こ れ こそ 日本経済が当面実行
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しなけれ ぽ な らない体質改善の 目標で もあ る として この二 者につ き次の如 く

めべ てい る。

「(1)_社会平衡 力の形成

経済の体質 改善 には,第 一に企業,労 働組合,政 府等の主 要 な経済 勢力椙

互 の間に,支 配,被 支配が な く,良 識 を もって 自分の本 分を守 りなが ら,相

互牽制 しつつ経 済全体の調和 を図 る態勢が必要であ る。 こ の 態 勢 が な けれ

ば,一 面には好 ま しか らざる独 占者の出現 を許 し,他 面では 自力に よる発展

意欲 を阻害す る ことにな り,近 代部門の牽差 を ま す ます 拡 大 す る結果 を招

く。

よって今後 のわが 国経済の安定 的発 展を図 るためには,良 識を もって相互

牽制 的調和(チ ェック ・ア ン ド・バ ラ ンス)の 原則に基 き,い わゆ る社会平

衡 力を形成 しなければ な らず,わ れわれ は卒先 この態勢整備 に努力す ること

が肝 要であ る。

(2)公 正ル ー一・一一ルの確立

日本経済に異質 性を もた らした原因 の1つ は,公 正競争 の履行が不十分で

あ ったとい うところにあ る。 い うまで もな く,公 正 競争 とは消費 者購 買力 を

掴 も うとす るための,新 技術 に よる市 場 開 拓 の 競 争一 技術競争一 であ

り,生 産性 向上か ら利 潤を求め よ うとす る正 しい形 の競争 であ る。

そ こでは生産性が勝敗 を決す る最後 の鍵 であ り,後 進部門 も量的 には別 と

して,質 的には近 代部門 と同等の もの とな らねぽ,生 存 の余地が な くな るの

で あ る。公正競争 とは本来 その よ うな性格 を もつ ものに外 な らない。 したが

って これ を実行す るこ とは,経 済の異質性を改善す る有力 な決 め手 とい うこ

とが でき よう。のみ な らず生産 性向上に よる利益は,価 格 を引き下げ ること

に よって,消 費者の実質購買力 を増大 させ,ま た国際競争力を増進 し,あ るい

は イ ンフ レを起す ことな く労働者の賃 金を増 額す ることに よって,生 活水準

の向上 と市場の拡大を もた らす。更にそれは,配 当増額 の源泉 ともなる し,

社会 に留保 され て資本構成 の安定 も実現 し,よ り高 い発 展の資金源 とな る。
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また公正競争 ル ールが確立 され ることは,機 会均 等に よって経済 の動 きの停

滞 を防 ぐことに な り,資 源,資 本,労 働の生産 諸要素が,最 も有効 に働 くこ

とが期待 され る。 この ように して,企 業は既存市場 で争 うことは もちろん,

試験研究,新 製 品,市 場 開拓 とい った創造的機 能を発揮 して,経 済発展 の プ

ロモ ータ ーの役割 を果たす方 向に進み,中 小企業 は,本 来それ に適 した分野

を担当す ること となって,そ れ ぞれ 自由企業 の創意 に よる発展に努め ること

が で きるのであ る。

以上の如 くして,公 正競争 はわが国経済 の体 質改善,ひ いては経済発展 に

欠 くべ か らざる条件 であ るといえ るが,同 時にそれ は資本主義経済の基本的

特徴であ る個人の経済にお ける自由とも密接 な関係にあ るので,こ れ が実 現

に努力すべ きであ る。 このためわれわれは独 占価 格,過 当競争あ るいは 中小

企 業に対す る不当 な買叩 きな ど行 なわ ない よう自 ら戒 め な くては な らない 。」

そ こでわれ われは本論文 の最後に到 達 した。それは経 営者の社会的責任 と

は何か とい うこ とであ る。そ もそ も企業 は今 日一 つの社会制度であ り,従 っ

て これを維持 し,発 展 させ るこ とは,経 営 者の第1の 社会的責任であ るこ と

を 自覚せ ねば な らない。そ れが実践 の方途 は企業経営の近代化 をはか るこ と

であ り,そ の手 段 として経済 同友会の決議は

(1)技 術革新 と市場 開拓 を中心 とす る企 業所得の増大

(2)企 業所得の公正 な分配

(3)後 継経営 者の養成

の三 つをあげ てい る。そ してそ の必要性 を次 の如 くのべ てい る。

「す なわ ち消費者主権 を尊 重 し,公 正競争ル ールに したが って,生 産性 向

上競争か ら公正 な利 潤を求め る とともに,良 識 を基礎 として社会平衡力 が ま

す ます 健全に育成 できる よ う仕 向け るべ く,生 産の成果 を公正に分配す る よ

う決定 を行 なわ なけれ ぽな らない。 さらに,企 業 も経済 も無限に発展すべ き

であ るか ら,後 継経営 者を養成す ることは,今 後の生産性 の 向上 とそ の成果

を公正に分配す る者 を育て る意味 で,経 営者の重要 な社会的責任であ る。」
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と。 ま こ とに 至 言 であ る。

そ こでわれ われは この3点 に対 す る同友会 の主 張を聞 くことに しよう。す

なわち

(1)技 術革新 と市場 開拓を 中心 とす る企業所得の増大

公正 競争 ル ールの もとで,公 正 な利 潤を挙 ぐべ き努力 は,資 本主義的経済

発展の原動力 であ るとともに,企 業経営の最高の 目標であ る。

この利潤は,他 人の不当 な損失,犠 牲の上に求め られ るものであ っては な

らない(か か る利潤 を振替利潤 とい う)。 経営者の創造的機能に よる経済諸

要 素の新結合,す なわ ち技 術革新 と市場開拓 な どか ら利潤(か か る利 潤を生

産 的利 潤 とい う)を 求め てこそ,資 本主義経済の発展 と永続が もた らされ る
(1)

の であ る。

この ように して生 まれ て くる企業所 得は,企 業努力以外のい ろい ろな要因

の変動か らくる偶然的 な もの と異 な り,近 代経営者に必要 な長期的視野を も

つ 計画的 な投 資か ら産みだ された ものであ る。各企 業が計画的に投 資す るこ

(2)

とは経済 を安定的に成長 させ ることで,他 方 この投 資か ら生ず る企業所 得は,

偶然的 な ものでないだ けに,計 画的 で安定 的な分配 を行 な うことがで きる。

しか しなが ら,こ のためには,企 業 内に おける近代的経営管理 を実施 しな

ければな らぬ。最近漸 くこれが真剣に と りあげ られ る よ うに な り,米 国にお

け る経 営管理 の摂取 も盛 んに なったが,そ れは もともと米国の企 業が今 日に

(1)拙 著 『近代経営』中央経済社刊,1961年,p・53・

(2)企 業利潤 とい うものに も,二 っの種類がある。一つはたんに他人の損失犠牲の

上に もとめられ るもので,こ れを 「振替利潤」 といってい る。たとえば,貨 幣価

値の高いさいに借 りた金を,低 くなってか ら返す ことによって生 じるインフレに

よる債務利潤や,計 画的に他人に損失をあたえて利潤をあげ る独占利用,ま たは

相場の騰貴による利潤などがこれにあた る。 この種の利潤は,経 済全体 としてみ

れば,た だ価値の移転があるだけで価値総額は増加 しないのである。

この 「振替利潤」にたいす るもう一つの利潤は,「 生産的利潤」である。 これ

は,新 技術,新 製品,市 場開拓にともな う 「危険」に勇敢にい どむ ことのなかか

ら生 じる利潤であ り,新 しい価値を創造す るものである。 「振替利潤」だけでは

企業の成長は偶然に支配 されるにす ぎず,そ こにある経営のほんとうの発展はな

い。企業を発展 させ る利潤は 「生産的利潤」である。
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到 達す るまでに半世紀 の長 きにわた り,粘 り強 く積み重ねて きた ものであ る

ことを看過 しては な らない。それ 故近代管理 の方式が直訳的輸入に よ り企業

が不消化に終 る ことのない よ うに,そ の基礎 とな るイ ンダス トリアル ・エ ソ

ジニア リングを着実 に行ない,企 業 の近代化 を進 め ることに意 を用 いる こと

が肝要で ある。同時に消費者選択の 自由を理念 とす る経済 の もとでは,マ ー

ケ ヅテ ィングを積極 的に採 りいれね ぽな らない。

② 企 業所得の公正 な分配

企業 はい うまで もな く資本 家,経 営者,労 働者 の結合体 であ り,こ れ らの
し

間 の人間関係 の良否は,企 業 の運 命を左右す るに足 る ものがあ る。そ して良

好 な人間関係を保つためには,公 正な分配がそ の基礎iとな る。 もとよ り一義

的 には,上 記 の3者 に対す る分配分の絶対額そ の ものを増 大す ることは い う

まで もな く,し たが って分配の源泉であ る企業所 得を増 大す る ことが先決で

あるが,こ れを分配す るに当 っては,あ くまで公正が期せ られねば企業 の発

展は期 し難い。われ われが基本 目標の第2に 公正分配 を挙げ る理 由は ここに

あ る。

それ故に分配において,賃 金 は コス トとしての能率 と関係 し,生 計費 とし

て人間性か ら出て くる要求が あ り,ま た購 買力 として市場 を形成 し,他 方社

内留保は 内部資金源泉 として,生 産力や危険に対す る準備 等 と関連す る とい

う点を,よ く熟 慮 しなければ な らぬ。

これを要す るに,企 業が良好 な人間関係を動態的に維持 しなが ら,国 民経

済 を発展 させ てゆ くためには,経 済合理性 の裏付 けある ヒ ューマ ニズ ムが,

経 営者をは じめ企 業全体にみな ぎ らな くてはならない。 ここに現代資本主義

の理想が ある。われわれは 「公正 な利潤」は経済合理性 の尺 度であ り,"公

正 な分配'は ヒ ューマニズ ムの発露 であ ると信ず る。

(3)後 継経営者の養成

企業近代化 の要件 として,経 営者は優れ た後継経 営者 を養成す るための教

育 と訓 練を怠 っては な らない。企 業は永遠 に存 在 さす べ きものであるか ら,
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絶 えず エネルギ ーを新たにす るた めに,是 非 ともこれは必要 で ある。 また企

業 内で経営者 を育成す る ことは,と りも直 さず 国民経済の指 導者 の貯水 池を

造 る ことを意味す る。か くて企業 内の人材 の養成 は,企 業それ 自体 のための

み な らず,社 会 のために も重要意 義を持 つ もの とな る。」

か くして,こ の同友会の決議は,新 資本主義 にたいす る経 営者 の社会的責

任 を 明 らかに してい る。 これが財界人みずか らの 口か らほ とば し りでた もの

で あ る ことは注意す べ きこ とであ り,わ が国 もまた新 しい資本主義 の黎 明期

に きた といわな けれ ばな らない。

現代 の経 営老 は 「真の公共 の利 益 と企業 の利益 を一致 させ」 なければ な ら
くの

ぬ と して,P・ ドラ ヅカ ーはつ ぎの よ うにのべてい る。

「われわれ の国家 の発展 と繁栄を もた らす あ らゆる事 柄が,会 社 の発展 と

繁 栄に寄与す るよ うに当社 の経営 は行 なわれねば な らない これ はア メ リ

カで最 も成 功を おさめた会社 の一つ といわれ る シーアズ ・ローパ ック社 の経

営者 の信条であ る。 『国家の利 益にな ることを シーアズ の利 益 としなけれ ば

な らない』 とい うことは,実 質的 には 『事業 の利益は国家 の利 益に もな る』

とい うことと大 きな違 いは ないか も しれ ない。だがそ の精神において,そ の

本 質において,ま たそ の責任 の主張に おいて・二つの言葉は全 く異な る もの

で あ る といわ ね ば な らない 。」

彼 は さ らに 言葉 をつ づ け て,つ ぎ の よ うに もい って い る。

「今 か ら250年 前 英 国人 デ ・マ ソデ ヴ ィル は,新 しい商 業 の 時代 の精 神 を

『個 人 の 悪 徳 も社 会 に と っては 善 とな る』 と,す なわ ち,個 人 の利 己 的 な利

益 追 求 が し らず し らず の うち に 公共 の利 益 とな って い る,と い う有 名 な警 句

の うち に指摘 した 。 彼 の い った ことは果 た して正 しか った だ ろ うか。 これ に

関 して は,ア ダ ム ・ス ミス 以来 経 済 学 者 が しき りと議論 をか さね て きた 。 し

か し,彼 が正 しか ったか,間 違 って いた か の 議 論 は もは や 問題 で は な い。 い

(1)PeterF.Drucker,ThePracticeofManagement,NewYork,1954.

営 研 究 会 訳 『現 代 の 経 営 』 下 巻,自 由 国 民 社 刊,pp.302～303).

(現代経
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まや社 会は,そ の よ うな信念にの っとって,い つ まで も前 進をつづ ける こと

1はで きない。なぜ な ら,道 徳的で永続性 のある良 き社 会では,公 共 の利益は

必ず個人 の善徳に もとつ いてい るか らで ある。あ らゆ る指 導的集 団は,決 し

て デ ・マ ソデ ヴ ィルの言葉を承認す ることはで きない。む しろ,ど の指導的

集 団 も,社 会の福祉が 自己 の利益 を決定す る ことを,進 んで要求す る よ うで

なけれぽ いけない。 この要求 こそが,指 導者た る ことの唯一 の正当 な根 拠で

あ る。そ してそれ を実現す る ことこそが,指 導者た る者 の第一 の義務で ある

とい って も過 言ではないので ある。」

ドラ ッカ ーのい う 「真 の公共 の利 益を一致 させ」 るためには,噺 しい価

値 の創造"こ そが なに よ りも必要 で あろ う。そ して この価値 の創造を可 能に

してい るものは,消 費者主権 と呼ばれ る購 買力の新 しい変化で あ り,消 費者

の 購 買力を と らえ よ うとす る新 しい競争がそ こか ら生 まれ る。 この消費者 購

買力にた いす る新 しい競争が,新 しい資本主義に新 しい生命力を吹 き こん で

～・るので ある。＼

新資本主義 にお ける経営者 の役割 は,近 代的管理技術 を企業 内に導入 ・実

施 す る ことに よって新 しい価値 の創造につ くし,公 共 の利益 をはか る ことで

ある。

ドラ ッカ ーは い う。 「この主張を単 に 口先だ けに終 らせ る ことな く,

何 人 も否定 しえぬ厳然た る事実 となす ことは,近 代社会の指導的集 団 として

の 経営者 の最 も決定 的な責任で ある。」 と。

新 資本主義経営社 会にお ける経 営老 の役割 もまた この一言につ きる。

1962・8・22.増 富 温 泉 に て




